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山口県公文書等管理条例施行規則（案）等の変更点について 

■山口県公文書等管理条例施行規則 

変更後 変更前（第１回委員会資料） 

（条例第二条第三項の規則で定める基準） 

第四条 条例第二条第三項の規則で定め

る基準は、次の各号に掲げるもののいず

れかに関する重要な情報が記録されて

いることとする。 

一 実施機関の組織及び機能並びに政策

の検討過程、決定、実施及び実績 

 

二 県民の権利及び義務 

 

三 県民を取り巻く社会環境及び自然環

境 

 

四 県の歴史、文化、学術及び事件 

 

 

（簿冊管理簿の記載事項等） 

第七条 条例第七条第一項の規定により

簿冊管理簿に記載しなければならない

事項は、次に掲げる事項とする。 

一～七 略 

八 前号の日において簿冊等を現に管理

すべき者が所属していた課等（山口県行

政組織規則（昭和四十三年山口県規則第

十五号）第三条第一号に規定する本庁の

課及び同条第二号に規定する出先機関

（これらに相当する組織を含む。）をい

う。以下同じ。） 

九 略 

十 簿冊等を現に管理すべき者が所属し

ている課等 

 

（新保存期間等の設定） 

第九条 第六条第一項の規定は、条例第八

条第一項の規定により新保存期間等の

設定をする場合について準用する。この

場合において、第六条第一項中「第五条

第四項」とあるのは「第八条第一項」と、

「保存期間を延長する」とあるのは「新

保存期間等の設定をする」と読み替える

ものとする。 

（歴史資料として重要な文書の基準） 

第四条 条例第二条第三項の規則で定め

る基準は、次の各号のいずれかに該当す

ることとする。 

 

一 実施機関の組織及び機能並びに政策

の検討過程、決定、実施及び実績に関す

る重要な情報が記録されていること。 

二 県民の権利及び義務に関する重要な

情報が記録されていること。 

三 県民を取り巻く社会環境、自然環境等

に関する重要な情報が記録されている

こと。 

四 県の歴史、文化、学術、事件等に関す

る重要な情報が記録されていること。 

 

（簿冊管理簿の記載事項等） 

第七条 条例第七条第一項の規定により

簿冊管理簿に記載しなければならない

事項は、次に掲げる事項とする。 

一～七 略 

八 前号の日における主管していた所属 

 

 

 

 

 

 

九 略 

十 簿冊等を主管している所属 

 

 

（新保存期間等の設定） 

第九条 第六条第一項の規定は、条例第八

条第一項の規定により新保存期間等の設

定をする場合について準用する。 

 

 

 

参考資料１ 
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（その他） 

第十一条 この規則に定めるもののほか、

この規則の施行について必要な事項は、

別に定める。 
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■山口県特定歴史公文書利用等規則 

変更後 変更前（第２回委員会） 

山口県特定歴史公文書利用等規則（案） 

 

 

（実施機関からの受入れ） 

第二条 略 

２ 知事は、前項の規定による受入れに係

る特定歴史公文書について、次に掲げる

措置を講じた上で、当該特定歴史公文書

が大量である場合その他やむを得ない

場合を除き、当該受入れの日から一年以

内に排架を行うものとする。 

 

一～二 略 

三 条例第十五条第一項第一号イからニ

までに掲げる情報が記録されているか

どうかの審査 

四 略 

 

（保存方法等） 

第三条 知事は、特定歴史公文書につい

て、専用の書庫において保存するものと

する。 

２ 知事は、前項の書庫について、温度、

湿度及び照度を適切に管理するととも

に、災害、犯罪及び生物による被害を防

止するための適切な措置を講ずるもの

とする。 

 

（個人情報の漏えいの防止のために必要

な措置） 

第五条 条例第十四条第三項の個人情報

の漏えいの防止のために必要な措置は、

次に掲げる措置とする。 

一 第三条第一項の書庫の施錠その他の

物理的な接触の制限 

二 不正アクセス行為（不正アクセス行為

の禁止等に関する法律（平成十一年法律

第百二十八号）第二条第四項に規定する

不正アクセス行為をいう。）を防止する

ために必要な措置 

 

 

三 略 

山口県特定歴史公文書の利用等に関する

規則（案） 

 

（実施機関からの受入れ） 

第二条 略 

２ 知事は、前項の規定による受け入れに

係る特定歴史公文書について、次に掲げ

る措置を講じた上で、当該受入れの日か

ら一年以内に排架を行うものとする。た

だし、当該特定歴史公文書が大量である

場合その他やむを得ない場合は、この限

りでない。 

一～二 略   

三 条例第十五条第一項第一号に掲げる

特定歴史公文書の利用を制限する事由

に該当するかどうかに関する審査 

四 略 

 

（保存方法等） 

第三条 知事は、特定歴史公文書につい

て、専用の書庫（以下「書庫」という。）

において保存するものとする。 

２ 知事は、書庫について、温度、湿度及

び照度を適切に管理するとともに、防

犯、防災及び防虫のための適切な措置を

講ずるものとする。  

 

 

（個人情報の漏えいの防止のために必要

な措置） 

第五条 条例第十四条第三項の個人情報

の漏えいの防止のために必要な措置は、

次に掲げる措置とする。 

一 書庫の施錠その他の物理的な接触の

制限 

二 当該特定歴史公文書に記録されてい

る個人情報に対する不正アクセス行為

（不正アクセス行為の禁止等に関する

法律（平成十一年法律第百二十八号）第

二条第四項に規定する不正アクセス行

為をいう。）を防止するために必要な措

置 

三 略 
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四 前三号に掲げるもののほか、知事が必

要と認める措置 

 

（目録の作成及び公表）  

第六条 条例第十四条第四項の必要な事

項は、次に掲げる事項（条例第十五条第

一項第一号イからニまでに掲げる情報

に該当するものを除く。）とする。 

 

 

一～四 略 

五、六 略 

 

 

七 インターネットを通じた複製物の公

開の有無 

八 利用可能な範囲の区分 

 

 

九 前各号に掲げるもののほか、知事が必

要と認める事項 

 

２ 略 

 

（本人であることを示す書類）  

第七条 条例第十六条の利用請求をする

者は、知事に対し、次の各号に掲げる書

類のいずれかを提示し、又は提出しなけ

ればならない。 

一、二 略 

２ 次条第二項の特定歴史公文書利用請

求書を知事に送付して条例第十六条の

利用請求をする場合には、当該利用請求

をする者は、前項の規定にかかわらず、

同項各号に掲げる書類のいずれかを複

写機により複写したもの及びその者の

住民票の写しその他のその者が当該複

写したものに記載された本人であるこ

とを示すものとして知事が適当と認め

る書類（利用請求をする日前三十日以内

に作成されたものに限る。）を知事に提

出すれば足りる。 

 

（利用請求の手続）  

第八条 条例第十七条第一項第三号の規

四 前三号に掲げるもののほか、個人情報

の漏えいの防止のために必要な措置 

 

（目録の作成及び公表）  

第六条 条例第十四条第四項の特定歴史

公文書の適切な保存を行い、及び適切な

利用に資するために必要な事項は、次に

掲げる事項（条例第十五条第一項第一号

イから二までに掲げる情報に該当する

ものを除く。）とする。 

一～四  

五 作成年度 

六 利用期間 

七、八 略 

九 インターネットで利用できるデジタ

ル画像等の存否 

十 利用制限の区分（全部利用、部分利用、

利用不可又は要審査のいずれかとす

る。） 

十一 前各号に掲げるもののほか、特定歴

史公文書の適切な保存及び利用に資す

る情報 

２ 略 

 

（本人であることを示す書類）  

第七条 条例第十六条の本人であること

を示す書類は、次の各号に掲げる書類と

する。 

 

 

２ 利用請求書を知事に送付して利用請

求をする場合には、前項の規定にかかわ

らず、次に掲げる書類を知事に提出すれ

ば足りる。 

一 前項各号に掲げる書類のいずれかを

複写機により複写したもの 

二 その者の住民票の写しその他その者

が前号に掲げる書類に記載された本人

であることを示すものとして知事が適

当と認める書類であって、利用請求をす

る日前三十日以内に作成されたもの 

 

 

（利用請求の手続）  

第八条 条例第十七条第一項第三号の規
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則で定める事項は、次に掲げる事項とす

る。 

一 識別番号 

二 求める利用の方法 

 

 

 

 

 

（電磁的記録の利用の方法） 

第十一条 条例第二十二条の規則で定め

る方法は、電磁的記録の開示の方法に関

する規則（平成十三年山口県規則第四

号）に規定する方法（同規則第一項第三

号ニに掲げる方法を除く。）及び電磁的

記録を電子情報処理組織を使用して利

用させる者の使用に係る電子計算機に

備えられたファイルに複写させる方法

とする。 

（簡便な方法による利用） 

第十二条 知事は、特定歴史公文書につい

て、その複製物に係る情報をインター

ネットの利用その他の適切な方法によ

り公開することにより、積極的に一般の

利用に供するよう努めなければならな

い。 

 

（効果的な利用の確保） 

第十三条 知事は、特定歴史公文書の効果

的な利用を確保するため、特定歴史公文

書の利用及び検索方法に関する情報の

提供を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

（移管元実施機関に対する貸出し） 

第十四条 知事は、特定歴史公文書を移管

した実施機関に、条例第十五条第一項の

規定により当該特定歴史公文書を利用

させる場合において、当該実施機関が当

該特定歴史公文書の貸出しを希望した

則で定める事項は、次に掲げる事項とす

る。 

一 利用請求に係る特定歴史公文書の請

求番号 

二 希望する利用の方法 

三 利用請求をする者の連絡先（法人その

他の団体にあっては、当該利用請求の担

当者の氏名及び連絡先） 

 

（電磁的記録の利用の方法） 

第十一条 条例第二十二条の規則で定め

る方法は、電磁的記録の開示の方法に関

する規則（平成十三年山口県規則第四

号）に規定する方法とする。 

 

 

 

 

 

（簡便な方法による利用） 

第十二条 知事は、特定歴史公文書のデジ

タル画像の情報をインターネットを利

用する方法により公開すること等の方

法により、積極的に一般の利用に供する

よう努めなければならない。  

 

（効果的な利用の確保） 

第十三条 知事は、特定歴史公文書の効果

的な利用を確保するため、次に掲げる業

務を行うものとする。 

一 特定歴史公文書の利用に関する情報

の提供 

二 特定歴史公文書の検索方法に関する

情報の提供 

三 特定歴史公文書に関する参考文献そ

の他の効果的な利用を確保するために

必要な情報の提供 

 

（移管元実施機関等の利用） 

第十四条 知事は、特定歴史公文書を移管

した実施機関（以下「移管元実施機関」

という。）が、条例第二十八条の規定の適

用を受けようとする場合の手続等につ

いては、別に定める。 

２ 移管元実施機関が当該特定歴史公文
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ときは、二週間を限度として、その貸出

しを行うことができる。 

 

 

 

（特定歴史公文書の廃棄） 

第十五条 条例第二十九条の特定歴史公

文書として保存されている文書等が歴

史資料として重要でなくなったかどう

かの認定に当たっては、特定歴史公文書

が劣化して判読及び修復ができなく

なったかどうかにより判断するものと

する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ 略 

（経過措置） 

２ 当分の間、第十一条の規定の適用につ

いては、同条中「方法とする」とあるの

は、「方法のうち、当該方法による利用に

要する専用機器が整備されたものとす

る」とする。 

３ 略 

４ 知事は、みなし特定歴史公文書につい

て、第六条第一項各号に掲げる事項を目

録に記載することが困難である場合に

は、これらの規定にかかわらず、当分の

間、その記載することが困難な事項を記

載しないことができる。 

書の貸出しを希望したときは、知事は、

二週間を限度として、その貸出しを行う

ことができる。  

 

（特定歴史公文書の廃棄） 

第十五条 条例第二十九条に規定する特

定歴史公文書として保存されている文

書等が歴史資料として重要でなくなっ

たと認める場合は、劣化が極限まで進展

して判読及び修復が不可能で利用でき

なくなった場合とする。 

 

 

 

附 則 

（施行期日） 

１ 略 

（経過措置） 

２ 第十一条の規定に係る電磁的記録の

専用機器による利用については、その利

用に要する専用機器の整備等が終わる

までの間は、適用しない。 

 

３ 略 

４ 知事は、みなし特定歴史公文書につい

て、条例第十四条第四項の目録に係る第

六条第一項各号に掲げる事項の記載内

容の確認ができない場合は当該事項の

記載を要しないこととし、当該記載内容

の確認に相当の期間を要する場合は、当

分の間、当該事項を記載しないことがで

きる。 
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■山口県公文書管理規程（山口県公文書管理指針案中に掲載） 

変更後 変更前（第１回委員会資料） 

（総括文書管理者） 

第五条 本庁に総括文書管理者を置く。 

 

２ 総括文書管理者は、総務部長をもって

充てる。 

３ 総括文書管理者は、次に掲げる事務を

行う。 

一～四 略 

五 前各号に掲げるもののほか 本庁及び

出先機関における公文書の管理に関す

る事務の総括に関すること。 

 

 

（副総括文書管理者） 

第六条 本庁に副総括文書管理者を置く。 

２ 副総括文書管理者は、学事文書課長を

もって充てる。 

３ 略 

 

（文書管理者） 

第七条 本庁の課（これに相当する組織を

含む。以下同じ。）及び出先機関に文書管

理者を置く。 

２ 文書管理者は、本庁の課長（これに相

当する組織の長を含む。以下同じ。）及び

出先機関の長をもって充てる。 

３ 総括文書管理者は、必要があると認め

る場合は、前項の規定により文書管理者

に充てられた者に代えて、当該者以外の

者を文書管理者に選任することができ

る。 

４ 文書管理者は、次に掲げる事務を行

う。 

一 公文書の保存に関すること。 

二 保存期間が満了したときの措置に関

すること。 

三 簿冊管理簿に関すること。 

四～六 略 

 

（文書取扱主任等） 

第八条 本庁の課及び出先機関に文書取

扱主任を置く。 

２ 文書取扱主任は、次の各号に掲げる区

（総括文書管理者） 

第五条 知事部局に総括文書管理者を置

き、総務部長をもって充てる。 

 

 

２ 総括文書管理者は、次に掲げる事務を

行う。 

一～四 略 

五 この規程の施行に関し必要な要領等

の整備に関すること。 

六 その他公文書の管理に関する事務の

総括に関すること。 

 

（副総括文書管理者） 

第六条 知事部局に副総括文書管理者を

置き、学事文書課長をもって充てる。 

 

２ 略 

 

（文書管理者） 

第七条 所掌事務に関する文書管理の実

施責任者として文書管理者を置き、本庁

の課長（これに相当する組織の長を含

む。以下同じ。）及び出先機関の長をもっ

て充てる。 

 

２ 総括文書管理者は、前項の規定により

充てられた文書管理者のほか、適正な文

書管理を確保するために文書管理者を

指名することができる。 

 

３ 文書管理者は、その管理する公文書に

ついて、次に掲げる事務を行う。 

一 公文書の保存に関すること。 

二 保存期間が満了したときの措置の設

定に関すること。 

三 簿冊管理簿への記載に関すること。 

四～六 略 

 

（文書取扱主任等） 

第八条 本庁の課及び出先機関に文書取

扱主任を置き、次の各号に掲げる区分に

従い、当該各号に定める職員をもって充
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分に従い、当該各号に定める職員をもっ

て充てる。 

一、二 略 

３ 略 

４ 文書管理者は、必要があると認めると

きは、文書取扱副主任を置くことができ

る。 

 

（条例第四条の公文書管理規程で定める

事項） 

第九条 条例第四条の公文書管理規程で

定める事項は、次に掲げる事項とする。 

一 条例、規則、訓令、訓、告示及び公告

の制定又は改廃及びその経緯 

二 行政運営若しくは政策の基本的な事

項を定める方針又は計画の策定又は改

正及びその経緯 

三 複数の実施機関による申合せ又は他

の実施機関若しくは地方公共団体に対

して示す基準の設定及びその経緯 

四 個人又は法人の権利義務の得喪及び

その経緯 

五 職員の人事等に関する事項 

 

第十七条 １～２ 略 

３ 文書管理者は、前項の規定により閲覧

した電子文書のうち、特に重要なものは 

知事に供覧し、その処理について必要な

指示を受けなければならない。 

４ 文書管理者は、第二項の規定により閲

覧し、又は前項の規定により供覧した電

子文書のうち、自ら処理する必要がある

ものを除くほか、これに処理期限その他

必要な指示を付して、文書取扱主任を通

じて事務主任者にその処理をさせるも

のとする 。 

 

（簿冊の登録） 

第四十五条 職員は、条例第五条第三項の

規定により簿冊について分類し、名称を

付するとともに、保存期間及び保存期間

の満了する日を設定したときは、文書管

理システムに登録しなければならない。 

 

 

てる。 

 

一、二 略 

２ 略 

３ 文書管理者は、文書取扱主任の事務を

補佐させるため、文書取扱副主任を置く

ことができる。 

 

（文書等の作成） 

 

第九条 職員は、条例第四条の規定に基づ

き、別表第四に掲げられた事項につい

て、同表の区分欄及び公文書の内容又は

形式の別欄を参酌して、文書等を作成し

なければならない。 

２ 職員は、前項のほか、知事部局内部の

打合せ、知事部局の外部の者との折衝等

を含め、業務に係る政策立案や事務及び

事業の実施の方針等に影響を及ぼす打

合せ等の記録については、文書等を作成

しなければならない。 

 

 

 

第十七条 １～２ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（職員の整理義務） 

第四十五条 職員は、条例第五条第三項の

規定による整理を行ったときは、文書管

理システムに登録しなければならない。 
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（削除：規則に同じ規定あり） 

 

 

 

 

 

（保存期間） 

第四十八条 公文書の保存期間は、法令に

定めがあるもののほか、次に掲げるとお

りとする。 

一～六 略 

２ 公文書ごとの保存期間は、文書分類の

定めるところによる。ただし、文書管理

者が公文書の適切な管理に資すると認

める場合には、文書分類に定められた保

存期間を超える期間を保存期間として

設定することができる。 

 

 

３ 歴史公文書に該当しない公文書で

あっても、意思決定に至る過程並びに事

務及び事業の実績を合理的に跡付け又

は検証するために必要な公文書につい

ては、文書分類の定めにかかわらず、一

年以上の保存期間を設定するものとす

る。 

 

４ 保存期間の設定においては、前二項の

規定に該当するものを除き、次に掲げる

公文書の保存期間を一年未満とするこ

とができる。 

一～三 略 

四 所掌事務に関する問合せに対する応

答 

五 明白な誤りがあることその他正確性

の観点から利用に適さなくなった公文

書 

六 意思決定に至る過程で作成したもの

で当該意思決定に与える影響がないと

認められる公文書その他の長期間の保

存を要しないと認められる公文書 

 

 

 

 

（分類及び名称） 

第四十七条 簿冊等は、当該課の事務及び

事業の性質、内容等に応じて系統的に分

類し、分かりやすい名称を付さなければ

ならない。 

 

（保存期間） 

第四十九条 公文書の保存期間は、法令に

定めがあるもののほか、次に掲げるとお

りとする。 

一～六 略 

２ 公文書ごとの保存期間は、別表第四を

参酌して定めた文書分類の定めるとこ

ろによる。この場合において、保存期間

を別表第四に定める保存期間を超える

期間とすることが公文書の適切な管理

に資すると文書管理者が認める場合に

あっては、当該文書管理者の定める期間

とすることができる。 

３ 保存期間の設定においては、歴史公文

書に該当しないものであっても、県政が

適正かつ効率的に運営され、県民に説明

する責務が全うされるよう、意思決定過

程並びに事務及び事業の実績の合理的

な跡付け又は検証に必要となる公文書

については、原則として一年以上の保存

期間を定めるものとする。 

４ 保存期間の設定においては、前二項の

規定に該当するものを除き、次に掲げる

公文書の保存期間を一年未満とするこ

とができる。 

一～三 略 

四 所掌事務に関する事実関係の問合せ

への応答 

五 明白な誤り等の客観的な正確性の観

点から利用に適さなくなった公文書 

 

六 意思決定の途中段階で作成したもの

で、当該意思決定に与える影響がないも

のとして、長期間の保存を要しないと判

断される公文書 

５ 保存期間の設定においては、通常は一

年未満の保存期間を設定する類型の公

文書であっても、重要又は異例な事項に

関する情報を含む場合など、合理的な跡
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５ 山口県公文書等管理条例施行規則（令

和六年山口県規則第 号。以下「施行規

則」という。）第五条第四項第二号の実施

機関が公文書管理規程で定める日は文

書作成取得日の属する年度の翌々年度

の四月一日とする。 

 

 

 

６ 施行規則第五条第六項第二号の実施

機関が公文書管理規程で定める日は、簿

冊作成日の属する年度の翌々年度の四

月一日とする。 

 

 

 

 

７ 略 

８、９ 削除（新保存期間の設定により対

応） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（簿冊等の引継ぎ） 

第五十条 前条第一項の規定により、主務

課において保存された簿冊等であって、

当該簿冊等の保存期間の起算日から一

年を経過したものについては、同項の規

定にかかわらず、その保存を副総括文書

管理者に引き継ぐことができる。この場

付け又は検証に必要となる公文書につ

いては、一年以上の保存期間を設定する

ものとする。 

６ 施行規則第五条第四項の文書作成取

得日の属する年度の翌年度の四月一日

以外の日の起算日は、文書作成取得日か

ら一年以内の日であって四月一日以外

の日又は文書作成取得日の属する年度

の翌々年度の四月一日を起算日とする

ことが公文書の適切な管理に資すると

文書管理者が認める場合にあっては、そ

の日とする。 

７ 施行規則第五条第六項の簿冊作成日

の属する年度の翌年度の四月一日以外

の日の起算日は、簿冊作成日から一年以

内の日であって四月一日以外の日又は

簿冊作成日の属する年度の翌々年度の

四月一日を起算日とすることが公文書

の適切な管理に資すると文書管理者が

認める場合にあっては、その日とする。 

８ 略 

９ 次に掲げる公文書及び当該公文書が

まとめられた簿冊であって、業務に常時

利用する必要があると認められるもの

については、第一項から前項までの規定

にかかわらず、業務に常時利用する簿冊

等として必要があると認められる期間

に限り、利用することができる。 

一～三 略 

９ 前項に規定する簿冊等について業務

に常時利用する必要がなくなったとき

は、当該簿冊等については、同項の規定

にかかわらず、第一項から第九項までの

規定を適用する。この場合において、当

該簿冊等に係る文書作成取得日及び簿

冊作成日については、業務に常時利用す

る必要がなくなった日とする。 

 

（簿冊等の引継ぎ） 

第五十一条 主務課において保存した期

間が文書作成取得日又は簿冊作成日の

属する年度の翌年度の一年間を経過し

た簿冊等（電子文書及び電子文書をまと

めた簿冊を除く。この条及び次条におい

て同じ。）の保存を副総括文書管理者に
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合においては、その旨を文書管理システ

ムに登録しなければならない。 

 

２～４ 略 

 

（保存期間が満了したときの措置） 

第五十四条 条例第八条第二項の移管等

の定めをするに当たっては、別表第四を

参酌するものとし、必要に応じ、文書館

の長の助言を求めることができる。 

 

 

 

 

 

２ 文書管理者は、移管等の定めを定めた

ときは、文書管理システムに登録しなけ

ればならない。 

 

（新保存期間等の設定） 

第五十五条  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文書管理者は、新保存期間等の設定を

したときは、文書管理システムに登録し

なければならない。 

 

（移管等の定めの変更） 

第五十六条  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引き継ぐことができる。この場合におい

ては、その旨を文書管理システムに登録

しなければならない。 

２～４ 略 

 

（保存期間が満了したときの措置） 

第五十五条 文書管理者は、簿冊等につい

て、別表第四を参酌して、保存期間の満

了前のできる限り早い時期に、条例第五

条第五項の保存期間が満了したときの

措置（以下「移管等の定め」という。）を

定めなければならない。 

２ 文書管理者は、移管等の定めを定める

に当たっては、文書館長の助言を求める

ことができる。 

３ 文書管理者は、第一項の規定により移

管等の定めを定めたときは、文書管理シ

ステムに登録しなければならない。 

 

（新保存期間等の設定） 

第五十六条 文書管理者は、施行規則第九

条において準用する施行規則第六条第

一項各号に掲げる場合にあっては、同項

に定めるところにより、新たに保存期間

及び保存期間の満了する日の設定（以下

「新保存期間等の設定」という。）をしな

ければならない。 

２ 文書管理者は条例第八条第一項の規

定に基づき、新保存期間等の設定をする

ことができる。 

３ 文書管理者は、前二項の規定により新

保存期間等の設定をしたときは、文書管

理システムに登録しなければならない。 

 

（移管等の定めの変更） 

第五十七条 文書管理者は、条例第八条第

二項に規定する場合であって、移管等の

定めと異なる措置をとる必要があると

認めるときは、当該移管等の定めを変更

しなければならない。 

２ 文書管理者は、前項の規定により移管

等の定めを変更する場合であって、移管

の措置を変更して廃棄の措置を取るべ

きことを定めようとするときは、あらか

じめ、当該移管等の定めに係る簿冊等に
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文書管理者は、条例第八条第二項の規

定により移管等の定めを変更したとき

は、変更後の移管等の定めを文書管理シ

ステムに登録しなければならない。 

 

（移管又は廃棄） 

第五十七条  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文書管理者は、第九条第四項の規定に

より知事から簿冊等を廃棄しないよう

求められたときは、当該簿冊等について

移管等の定めを変更し、知事に移管し、

又は新保存期間等の設定をするととも

に、その旨を文書管理システムに登録し

なければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 略 

まとめられた公文書が歴史公文書に該

当するか否かについて、総括文書管理者

を通じ文書館長の意見を聴かなければ

ならない。 

３ 文書管理者は、第一項の規定により移

管等の定めを変更したときは、変更後の

移管等の定めを文書管理システムに登

録しなければならない。 

 

（移管又は廃棄） 

第五十八条 文書管理者は、総括文書管理

者の指示に従い、保存期間が満了した簿

冊等について、移管等の定めに基づき、

知事に移管し、又は廃棄しなければなら

ない。 

２ 文書管理者は、前項の規定により保存

期間が満了した簿冊等を廃棄しようと

するときは、前条第二項の規定により文

書館長の意見を聴いた場合を除き、あら

かじめ、当該簿冊等にまとめられた公文

書が歴史公文書に該当するか否かにつ

いて、総括文書管理者を通じ文書館長の

意見を聴かなければならない。 

３ 文書管理者は、第一項の規定により簿

冊等を廃棄しようとするときは、あらか

じめ、前条第二項又は前項の文書館長の

意見を付して、総括文書管理者を通じ、

その旨を知事に報告しなければならな

い。この場合において、知事から当該簿

冊等を廃棄しないよう求められたとき

は、当該文書管理者は、当該簿冊等につ

いて、移管等の定めを変更して知事に移

管する、又は新保存期間等の設定をする

こととし、その旨を文書管理システムに

登録しなければならない。 

４ 文書管理者は、第一項の規定により知

事に移管する簿冊等について、条例第十

五条第一項第一号に掲げる場合に該当

するものとして利用の制限を行うこと

が適当であると認める場合には、総括文

書管理者を通じ、知事に意見を提出しな

ければならない。 

５ 略 

 

 


